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北海道循環型社会形成の推進に関する条例
（平成20年10月14日条例第90号）

北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則
（平成21年１月23日規則第４号）

第１章　総則

（目的） （趣旨）

第１条 この条例は、北海道環境基本条例（平成８年北海道
条例第37号）第３条の基本理念にのっとり、循環型社会の形
成に関し、道等の責務を明らかにするとともに、道の施策の
基本となる事項及び産業廃棄物の処理に関する規制その他必
要な事項を定めることにより、循環型社会の形成及び生活環
境の保全を図り、もって現在及び将来の道民の健康で文化的
な生活の確保に寄与することを目的とする。

第１条 この規則は、北海道循環型社会形成の推進に関する
条例（平成20年北海道条例第90号。以下「条例」という。）
の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。

(１) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法（平成12年法
律第110号。以下「循環基本法」という。）第２条第１項に
規定する循環型社会をいう。

(２) 廃棄物等 循環基本法第２条第２項に規定する廃棄物
等をいう。

(３) 循環資源 循環基本法第２条第３項に規定する循環資
源をいう。

(４) 循環的な利用 循環基本法第２条第４項に規定する循
環的な利用をいう。

(５) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭
和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）第２
条第４項に規定する産業廃棄物をいう。

(６) バイオマス 動植物に由来する有機物（原油、石油ガ
ス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製
品を除く。）であって、廃棄物等であるものをいう。

第３条から第３章まで（略）

第４章　廃棄物等の道内における処理

（廃棄物等の道内処理の原則）

第23条 事業者は、その事業活動に伴って道内で発生した廃
棄物等について、循環型社会の形成の推進を図るため、道内
において循環的な利用及び適正な処理（廃棄物処理法第１条
に規定する分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を
いう。以下この章において同じ。）を行うよう努めなければ
ならない。

（道外産業廃棄物の搬入事前協議） （道外産業廃棄物の搬入事前協議）

第24条 道外において産業廃棄物を排出した事業者又は道外
において中間処理産業廃棄物（廃棄物処理法第12条第５項に
規定する中間処理産業廃棄物をいう。以下この項において同
じ。）を排出した同条第５項に規定する中間処理業者（以下
これらを「道外排出事業者等」という。）は、道外において
排出された産業廃棄物又は中間処理産業廃棄物（以下これら
を「道外産業廃棄物」という。）の処理（委託により行われ
るものを含む。以下この章において同じ。）を道内において
行おうとするときは、次に掲げる事項について、当該道外産
業廃棄物の道内への搬入（以下単に「搬入」という。）の開
始の日の60日前までに、道外産業廃棄物の種類ごとに、規則
で定めるところにより、書面で知事に協議しなければならな
い。

第２条 条例第24条第１項の規定による協議は、別記第１号
様式の協議書により行うものとする。

北海道循環型社会形成の推進に関する条例（抄）
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北海道循環型社会形成の推進に関する条例
（平成20年10月14日条例第90号）

北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則
（平成21年１月23日規則第４号）

(１) 道外産業廃棄物の種類、数量及び性状、搬入の期間並
びに運搬の経路

(２)　道外産業廃棄物の処理の内容

(３)　生活環境の保全のために講ずる措置の内容

(４)　前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 ２ 条例第24条第１項第４号の規則で定める事項は、次に掲
げるとおりとする。

(１)　道外産業廃棄物の搬入の目的

(２)　道外産業廃棄物の荷姿

(３) 道外産業廃棄物を排出する事業場又は中間処理施設の
名称及び所在地

(４)　道外産業廃棄物の排出の工程

(５) 当該道外産業廃棄物以外の廃棄物の混入を防止する方
法

(６)　道内において道外産業廃棄物の処理を行う者

３ 第１項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければ
ならない。

(１)　道外排出事業者等の事業の概要を記載した書類

(２) 道外排出事業者等が中間処理業者（廃棄物の処理及び
清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処
理法」という。）第12条第５項に規定する中間処理業者をい
う。）の場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」とい
う。）第10条の６に規定する産業廃棄物処分業の許可証の写
し又は省令第10条の18に規定する特別管理産業廃棄物処分業
の許可証の写し

(３)　道外産業廃棄物の性状の分析の結果を示す書類

(４) 道内において道外産業廃棄物の処理を行う者が有する
当該処理に係る省令第10条の２に規定する産業廃棄物収集運
搬業の許可証の写し、省令第10条の６に規定する産業廃棄物
処分業の許可証の写し、省令第10条の14に規定する特別管理
産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し又は省令第10条の18に
規定する特別管理産業廃棄物処分業の許可証の写し

(５) 道外排出事業者等が廃棄物処理法第15条第１項又は第
15条の２の６第１項の規定に基づく北海道知事又は札幌市
長、函館市長若しくは旭川市長（以下「北海道知事等」とい
う。）の許可を受けて道内に設置した産業廃棄物処理施設に
おいて、自ら道外産業廃棄物を処理する場合にあっては、当
該施設に係る省令第12条の５に規定する許可証の写し

(６) 当該道外産業廃棄物の運搬の用に供する施設の種類及
び数量を明らかにする書類（当該道外産業廃棄物の運搬を行
う者が廃棄物処理法第14条第１項、第14条の２第１項、第14
条の４第１項又は第14条の５第１項の規定に基づく北海道知
事等の許可を受け、当該許可に係る事業の用に供する施設を
用いる場合を除く。）

(７) 当該道外産業廃棄物の処分の用に供する施設の種類、
数量、設置場所及び処理能力を明らかにする書類（第５号に
該当する場合及び当該道外産業廃棄物の処分を行う者が廃棄
物処理法第14条第６項、第14条の２第１項、第14条の４第６
項又は第14条の５第１項の規定に基づく北海道知事等の許可
を受け、当該許可に係る事業の用に供する施設を用いる場合
を除く。）

(８) 当該道外産業廃棄物の処分を行う者（当該処分に係る
廃棄物処理法第14条第６項、第14条の２第１項、第14条の４
第６項又は第14条の５第１項の許可を受けた者を除く。）
が、当該道外産業廃棄物を再生利用した物を売却する場合に
あっては、売却に関する計画書

(９)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
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（平成21年１月23日規則第４号）

４ 条例第24条第４項の規定による通知を受けて道外産業廃
棄物の搬入を行った道外排出事業者等が、当該道外産業廃棄
物の搬入の期間の終了後、引き続き道外産業廃棄物の搬入を
行うため同条第１項の規定による協議を行う場合において、
前回の協議の際に提出した前項各号（第３号を除く。）に掲
げる書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略
することができる。

２ 前項の規定は、道外産業廃棄物の処理を道内の次に掲げ
る施設において行おうとするとき（第３号に掲げる施設に
あっては、道内で当該道外産業廃棄物の積替え又は保管を行
わずに当該施設に運搬するときに限る。）には、適用しな
い。

(１) 廃棄物処理法第15条の４の２第１項の認定を受けた者
が設置した当該再生利用の用に供する施設

(２) 廃棄物処理法第15条の４の３第１項の認定を受けた者
が当該認定に係る処理を行う施設

(３) 道が策定したポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画（ポ
リ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措
置法（平成13年法律第65号）第７条第１項に規定するポリ塩
化ビフェニル廃棄物処理計画をいう。）に基づく同法第２条
第１項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理するため
の施設

(４)　前３号に掲げるもののほか、規則で定める施設 ５ 条例第24条第２項第４号の規則で定める施設は、次に掲
げる施設とする。

(１) 水銀又はその化合物を含む産業廃棄物を処理し、水銀
を回収する施設で特殊な処理を行うものとして知事が定める
もの

(２) 産業廃棄物の最終処分場（施設の設置者が、知事が別
に定めるところにより、道外産業廃棄物の処分量の減量に関
する計画を知事に提出し、その内容について知事が妥当と認
めたものに限る。）

３ 第１項第１号の搬入の期間は、搬入の開始の日から１年
以内とする。

４ 知事は、第１項の規定による協議を受けたときは、当該
協議の内容が、次の各号のいずれにも適合することを確認の
上、その結果を当該道外排出事業者等に通知しなければなら
ない。

(１) 道が策定した廃棄物処理法第５条の５第１項に規定す
る廃棄物処理計画に定められた廃棄物の処理量の見込み及び
廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的な事項に
ついて、当該廃棄物処理計画の達成に支障を及ぼすおそれの
ないものであること。

(２) 専ら道内で循環的な利用を行うための処理であるこ
と。

６ 条例第24条第４項第２号（条例第25条第２項において準
用する場合を含む。）に規定する処理は、次に掲げる基準を
満たすものとする。ただし、他の法令で基準が定められてい
る場合は、この限りでない。

(１) 施設に搬入される道外産業廃棄物の量に対する道外産
業廃棄物の循環的な利用に伴って発生する最終処分が必要な
残さの量（排ガス対策等のための添加剤等の量は除く。）の
割合（以下「残さ発生率」という。）が100分の10以下であ
ること。

(２) 再使用の場合にあっては、施設に搬入される道外産業
廃棄物の量に対する当該施設から再使用の目的で搬出される
量及び当該施設内で再使用される量の和の割合（以下「再使
用率」という。）が100分の90以上であること。

(３) 再生利用の場合にあっては、施設へ搬入される道外産
業廃棄物の量に対する当該施設から再生品又は再生品の原料
（以下「再生品等」という。）として再生利用の目的で搬出
される量及び当該施設内で再生品等として再生利用される量
の和（水分及び再生利用の過程において添加される物の量を
除く。）の割合（以下「再生利用率」という。）が100分の
70以上であること。
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(４) 熱回収の場合にあっては、道外産業廃棄物の燃焼によ
り供給する熱量に対する道外産業廃棄物の燃焼により有効利
用される熱量の割合（以下「熱回収率」という。）が100分
の85以上であること。

(５) 発電の場合にあっては、次の計算式で算出する道外産
業廃棄物を燃焼させることにより得られる熱エネルギー量に
対する道外産業廃棄物を燃焼させることにより得られる発電
量の比（以下「発電効率」という。）が100分の20以上であ
ること。

発電効率＝3.6Ｉ／ＫＬ

（この式において、Ｉ、Ｋ及びＬは、それぞれ次の値を表す
ものとする。

Ｉ　発電量（キロワット時）

Ｋ　道外産業廃棄物の燃焼量（キログラム／時）

Ｌ 道外産業廃棄物の発熱量（メガジュール／キログラ
ム））

(６) 発電と発電以外の熱利用を組み合わせる場合（以下
「複合熱利用」という。）にあっては、熱回収率と発電効率
の和（以下「複合熱利用率」という。）が100分の50以上で
あること。

(３) 道外産業廃棄物を排出した事業場から処理を行う道内
の施設までの当該道外産業廃棄物の運搬の経路が明確である
こと。

(４) 道外産業廃棄物の運搬における飛散及び流出の防止の
措置、悪臭、騒音及び振動の発生の防止の措置その他の生活
環境の保全のための必要な措置を講じていること。

(５) 道外産業廃棄物の運搬における積替え、一時的な保管
等により、道外排出事業者等を特定できなくなるおそれがな
いこと。

(６)　前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 ７ 条例第24条第４項第６号（条例第25条第２項において準
用する場合を含む。）の規則で定める事項は、次に掲げると
おりとする。

(１) 道外産業廃棄物の数量が、搬入しようとする道内の産
業廃棄物の処理施設の処理能力に適したものであること。

(２) 道外産業廃棄物の性状が、搬入しようとする道内の産
業廃棄物の処理施設の処理方法に適したものであること。

８ 第１項の協議書又は第３項に規定する書類は、当該協議
書又は書類に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ
た記録をいう。以下同じ。）をあらかじめ指定された電子
メールアドレスに電子メールにより送信して提出することが
できる。

５ 前項の場合において、知事は、当該道外排出事業者等か
ら委託を受けて道外産業廃棄物の処理を行う産業廃棄物処理
業者等（廃棄物処理法第14条第１項又は第６項の許可を受け
た者、廃棄物処理法第14条の４第１項又は第６項の許可を受
けた者及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭
和46年厚生省令第35号）第９条第２号又は第10条の３第２号
の指定を受けた者をいう。）（以下「受託産業廃棄物処理業
者等」という。）及び関係市町村長に協議を受けた内容及び
前項の確認の結果を通知するものとする。

６ 前各項に定めるもののほか、第１項の規定による協議に
必要な事項は、規則で定める。

７ 道外排出事業者等は、第１項の規定により協議した内容
を遵守し、当該道外産業廃棄物を処理しなければならない。

８ 受託産業廃棄物処理業者等は、第５項の規定により通知
を受けた内容に従って道外産業廃棄物を処理しなければなら
ない。
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（協議の内容の変更） （協議の内容の変更）

第25条 前条第４項の規定による通知を受けた道外排出事業
者等は、当該通知に係る協議した内容を変更しようとすると
きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、書面で知事
に協議しなければならない。ただし、その変更が規則で定め
る軽微な変更であるときは、この限りでない。

第３条 条例第25条第１項の規定による協議は、変更しよう
とする日の30日前までに別記第２号様式の協議書により行う
ものとする。

２ 前項の協議書には、前条第３項各号に掲げる書類のうち
変更しようとする内容に係る書類を添付しなければならな
い。

３ 第１項の協議書又は前項に規定する書類は、当該協議書
又は書類に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メー
ルアドレスに電子メールにより送信して提出することができ
る。

４ 条例第25条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更
は、搬入する道外産業廃棄物の数量の減少並びに次に掲げる
変更で道外産業廃棄物の性状及び搬入量に変更がないものと
する。

(１) 道外排出事業者等の氏名又は住所（法人にあっては、
その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名）の変更

(２)　道外産業廃棄物の荷姿の変更

(３) 道外産業廃棄物を排出する事業場又は中間処理施設の
追加又は廃止

(４) 道外産業廃棄物を排出する事業場又は中間処理施設の
名称又は所在地の変更

(５)　道外産業廃棄物の排出の工程の変更

(６) 搬入期間全体として１年を超えない範囲の道外産業廃
棄物の搬入の期間の変更

(７) 道外産業廃棄物の運搬の経路の変更（積替えを伴う運
搬が追加される場合を除く。）

(８) 当該道外産業廃棄物以外の廃棄物の混入を防止する方
法の変更

(９)　生活環境の保全のために講ずる措置の内容の変更

(10)　道外産業廃棄物の運搬を行う者の変更

２ 前条第４項から第８項までの規定は、前項の規定による
協議について準用する。

３ 前条第４項の規定による通知を受けた道外排出事業者等
は、第１項ただし書の規則で定める軽微な変更があったとき
は、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければ
ならない。

５ 条例第25条第３項の規定による届出は、別記第３号様式
の届出書を提出して行うものとする。

６ 前項の届出書には、前条第３項各号に掲げる書類のうち
変更した内容に係る書類を添付しなければならない。

７ 第５項の届出書又は前項に規定する書類は、当該届出書
又は書類に係る電磁的記録をあらかじめ指定された電子メー
ルアドレスに電子メールにより送信して提出することができ
る。

（道外産業廃棄物の搬入及び処理の実績に係る報告） （道外産業廃棄物の搬入及び処理の実績に係る報告）

第26条 道外産業廃棄物の搬入をした道外排出事業者等は、
その搬入及び処理の実績について、規則で定めるところによ
り、知事に報告しなければならない。

第４条 条例第26条の規定による報告は、条例第24条第２項
各号に掲げる施設以外の施設に搬入した道外産業廃棄物につ
いて、別記第４号様式の報告書を提出して行うものとする。

２ 前項の報告は、６月30日までに、その年の３月31日以前
の１年間における道外産業廃棄物の搬入について行わなけれ
ばならない。

３ 第１項の報告書は、当該報告書に係る電磁的記録をあら
かじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送
信して提出することができる。
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（勧告）

第27条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めると
きは、道外排出事業者等又は受託産業廃棄物処理業者等に対
し、当該道外産業廃棄物の搬入又は処理の中止、搬入又は処
理の方法の変更その他必要な措置を講ずるよう勧告すること
ができる。

(１) 当該道外産業廃棄物の搬入又は処理が、第24条第４項
各号（第25条第２項において準用する場合を含む。）のいず
れかに適合しないとき。

(２) 当該道外産業廃棄物の搬入又は処理により、生活環境
の保全上支障が生ずるおそれがあると認めるとき。

(３) 道外排出事業者等が第24条第７項（第25条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の規定に違反していると認める
とき。

(４) 受託産業廃棄物処理業者等が第24条第８項（第25条第
２項において準用する場合を含む。）の規定に違反している
と認めるとき。

(５) その他不適正な処理が行われるおそれがあると認めら
れるとき。

（道外産業廃棄物の搬入及び処理の状況の公表） （道外産業廃棄物の搬入及び処理の状況の公表）

第28条 知事は、毎年度、規則で定めるところにより、前年
度における道外産業廃棄物の搬入及び処理の状況について取
りまとめ、その概要を公表するものとする。

第５条 条例第28条の規定による公表は、道外産業廃棄物の
搬入事前協議に係る道外産業廃棄物の種類ごとの搬入量及び
処分の方法について行うものとする。

（道外産業廃棄物の搬入又は処理に係る報告の徴収）

第29条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度におい
て、道外排出事業者等又は受託産業廃棄物処理業者等に対
し、道外産業廃棄物の搬入又は処理に関し、必要な報告又は
資料の提出を求めることができる。

（道外産業廃棄物の搬入又は処理に係る立入検査）

第30条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度におい
て、その職員に、道外排出事業者等又は受託産業廃棄物処理
業者等の事務所若しくは事業場、産業廃棄物若しくは産業廃
棄物であることの疑いがある物を保管している場所、産業廃
棄物の不適正な処理が行われた土地その他の場所に立ち入
り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供す
るのに必要な限度において産業廃棄物若しくは産業廃棄物で
あることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

（身分証明書の様式）

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示
す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第６条 条例第30条第２項（条例第35条第２項において準用
する場合を含む。）の身分を示す証明書は、別記第５号様式
とする。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため
に認められたものと解釈してはならない。

第５章　産業廃棄物の適正な処理の推進

（産業廃棄物を保管する場所の届出） （産業廃棄物を保管する場所の届出）

第31条 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物
を当該産業廃棄物の生じた場所以外の場所において自ら保管
しようとするときは、保管の場所ごとに、当該保管の開始の
日の14日前までに、規則で定めるところにより、知事に届け
出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限り
でない。

第７条 条例第31条第１項の規定による届出は、別記第６号
様式の届出書を提出して行うものとする。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しな
ければならない。

(１)　保管の場所の付近の見取図

(２) 保管の場所の区域及び面積を明らかにする平面図及び
立面図

(３) 積替え、処分等のための保管上限及び保管の高さの計
算書

(４)　前３号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
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３ 第１項の届出書又は前項に規定する書類若しくは図面
は、当該届出書又は書類若しくは図面に係る電磁的記録をあ
らかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより
送信して提出することができる。

(１)　当該保管の場所の面積が300平方メートル未満の場合

(２)　前号に掲げるもののほか、規則で定める場合 ４ 条例第31条第１項第２号の規則で定める場合は、次に掲
げるとおりとする。

(１) 廃棄物処理法第12条第３項又は第12条の２第３項の規
定による届出に係る産業廃棄物の保管をする場合

(２) 廃棄物処理法第12条の７第１項の認定を受けた者が当
該認定に係る産業廃棄物を保管する場合

(３) 廃棄物処理法第14条第１項又は第６項の許可に係る事
業の用に供される施設（保管の場所を含む。）で保管する場
合

(４) 事業者が自ら設置した廃棄物処理法第15条第１項又は
第15条の２の６第１項の許可を受けた施設で保管する場合

(５) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法（平成13年法律第65号）第２条第１項に規定す
るポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合

(６) 天災その他の特別な事情によるやむを得ない一時的な
保管として知事が認めた場合

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項
に変更があったときは、その日から10日以内に、規則で定め
るところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
同項の規定により届け出た場所における産業廃棄物の保管を
廃止したときも、同様とする。

５ 条例第31条第２項の規定による届出は、別記第７号様式
の届出書を提出して行うものとする。

６ 前項の届出書には、第２項各号に掲げる書類及び図面の
うち変更した内容に係る書類又は図面を添付しなければなら
ない。

７ 第５項の届出書又は前項に規定する書類若しくは図面
は、当該届出書又は書類若しくは図面に係る電磁的記録をあ
らかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより
送信して提出することができる。

（委託した処分の状況の確認及び記録等） （委託した処分の状況の確認及び記録等）

第32条 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物
の処分（再生を含む。以下この条及び第39条第２項第１号に
おいて同じ。）を１年以上にわたり継続して産業廃棄物処分
業者（廃棄物処理法第14条第６項の許可を受けた者及び廃棄
物処理法第14条の４第６項の許可を受けた者をいう。以下同
じ。）に委託するときは、毎年１回以上定期的に、規則で定
めるところにより、当該委託に係る処分の実施の状況その他
の規則で定める事項を確認し、その結果を記録しなければな
らない。

第８条 条例第32条第１項の規定による確認は、当該委託に
係る産業廃棄物の処分を受託した者（以下「処分受託者」と
いう。）がその受託した処分を行う施設において事業者自ら
又は事業者の代理人（処分受託者を除く。）が実地に調査す
る方法により行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、
この限りでない。

(１) 廃棄物処理法第12条の５第１項又は省令第８条の19に
規定する場合

(２) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年
政令第300号。以下「政令」という。）第６条の11第２号又
は第６条の14第２号に規定する者に処分を委託した場合

２ 条例第32条第１項の規則で定める事項は、次に掲げると
おりとする。

(１)　当該委託に係る処分が行われる施設の状況

(２)　当該委託に係る処分のための産業廃棄物の保管の状況

３ 条例第32条第１項の規定による記録は、第１項の方法に
より確認した上で、次に掲げる事項を記録する方法により行
うものとする。ただし、同項各号に掲げる場合は、この限り
でない。

(１)　確認した年月日

(２)　確認した者の氏名

(３)　確認の方法
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(４)　当該委託に係る処分の実施の状況

(５)　当該委託に係る処分が行われる施設の状況

(６)　当該委託に係る処分のための産業廃棄物の保管の状況

４ 事業者は、代理人に調査させた場合にあっては、代理人
から書面又は電磁的記録（次項において「書面等」とい
う。）により前項各号に掲げる事項に関する報告を受けるも
のとする。

５ 条例第32条第１項の規定による記録（前項の書面等を含
む。）は、事業者の事務所に備え置き、同条第１項の規定に
よる確認をした日から起算して５年を経過する日までの間、
保存しなければならない。

２ 事業者は、規則で定めるところにより、前項の規定によ
る記録を保存しなければならない。

３ 事業者は、第１項の委託に係る産業廃棄物について、産
業廃棄物の不適正な処分が行われ、又は行われるおそれがあ
ることを知ったときは、直ちに、当該委託を受けた産業廃棄
物処分業者に対する是正の指示その他の当該産業廃棄物の適
正な処分のために必要な措置を講ずるとともに、当該産業廃
棄物の不適正な処分の状況及び講じた措置の概要を知事に報
告しなければならない。

（土地の適正な管理等）

第33条 土地を所有し、占有し、又は管理する者（以下「土
地所有者等」という。）は、当該土地において産業廃棄物の
不適正な処理が行われないよう当該土地の適正な管理に努め
なければならない。

２ 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土
地（以下「所有地等」という。）を他の者に使用させ、又は
管理させるときは、その所有地等において当該他の者（以下
「使用者等」という。）が産業廃棄物の不適正な処理を行わ
ないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

３ 土地所有者等は、その所有地等において、使用者等に
よって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められ
る場合には、当該使用者等への警告その他の産業廃棄物の処
理が適正に行われるようにするための適切な措置を講ずるよ
う努めなければならない。

４ 土地所有者等は、その所有地等において産業廃棄物の不
適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、その
旨を知事に通報しなければならない。

（産業廃棄物の保管に係る報告の徴収）

第34条 知事は、第31条の規定の施行に必要な限度におい
て、事業者に対し、産業廃棄物の保管に関し、必要な報告又
は資料の提出を求めることができる。

（産業廃棄物の保管に係る立入検査）

第35条 知事は、第31条の規定の施行に必要な限度におい
て、その職員に、事業者の事務所若しくは事業場、産業廃棄
物若しくは産業廃棄物であることの疑いがある物を保管して
いる場所、産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地その他
の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は
試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物若しく
は産業廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させる
ことができる。

２ 第30条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による立
入検査について準用する。
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第６章　廃棄物の処理施設の設置に係る手続等

（特定施設設置等予定者の責務） （特定施設）

第36条 産業廃棄物の最終処分場、産業廃棄物の焼却施設そ
の他の廃棄物の処理施設で規則で定めるもの（以下「特定施
設」という。）の設置又は規則で定める変更（以下「設置
等」という。）をしようとする者（国、道、市町村その他規
則で定める者を除く。以下「特定施設設置等予定者」とい
う。）は、当該特定施設の周辺地域の生活環境に及ぼす影響
及び立地上配慮すべき事項として規則で定める事項に十分配
慮するとともに、当該特定施設の周辺の住民であって、施設
の種類ごとに規則で定める範囲に居住するもの（以下「周辺
住民」という。）の理解を得るように努めなければならな
い。

第９条 条例第36条の規則で定める施設は、政令第７条第３
号、第５号、第８号及び第９号から第14号までに掲げる施設
とする。

（変更）

第10条 条例第36条の規則で定める変更は、廃棄物処理法第
15条第２項第４号から第７号までに掲げる事項の変更（廃棄
物処理法第15条の２の６第１項ただし書の環境省令で定める
軽微な変更を除く。）（廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の一部を改正する法律（平成９年法律第85号）附則第５条第
４項の規定により読み替えられた廃棄物処理法第15条の２の
６第１項の規定が適用される場合にあっては、産業廃棄物処
理施設の構造又は規模の変更（同項ただし書の環境省令で定
める軽微な変更を除く。））とする。

（特定施設設置等予定者に該当しない者）

第11条 条例第36条の規則で定める者は、次のとおりとす
る。

(１) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に
関する法律（平成11年法律第117号）第２条第３項第１号又
は第２号に掲げる者によって選定された同条第５項に規定す
る選定事業者（同条第４項に規定する選定事業を行う場合に
限る。）

(２) 廃棄物処理法第15条の４の２第１項の認定を受けた者
（当該認定に係る施設を設置し、又は変更する場合に限
る。）

(３) 廃棄物処理法第15条の４の４第１項の認定を受けた者
（当該認定に係る施設を設置し、又は変更する場合に限
る。）

（立地に配慮すべき事項）

第12条 条例第36条の規則で定める事項は、次のとおりとす
る。ただし、既に設置されている特定施設について、これを
廃止し、同一の場所にこれと同一の種類の特定施設を設置し
ようとするとき、又は同条の規則で定める変更をしようとす
るときは、第２号から第４号までに掲げる事項を除く。

(１) 水道法（昭和32年法律第177号）第３条第２項に規定
する水道事業又は同条第４項に規定する水道用水供給事業の
用に供する水道及び同条第６項に規定する専用水道の水源と
なる原水へ影響を与えるおそれがないこと。

(２) 次に掲げる施設から500メートル以上離れているこ
と。

ア 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学
校

イ 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定
する図書館

ウ 博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定
する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
として文部科学大臣又は都道府県の教育委員会が指定したも
の

エ 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規
定する病院及び同条第２項に規定する診療所
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オ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第38条第１項に規
定する保護施設

カ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の３に規定
する老人福祉施設（同法第20条の７の２に規定する老人介護
支援センターを除く。）

キ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第31条に規
定する身体障害者福祉センター

ク 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第５条第12項に規定する障
害者支援施設、同条第26項に規定する地域活動支援センター
及び同条第27項に規定する福祉ホーム

ケ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に規
定する児童福祉施設

コ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129
号）第38条に規定する母子・父子福祉施設

サ 売春防止法（昭和31年法律第118号）第36条に規定する
婦人保護施設

シ 介護保険法（平成９年法律第123号）第８条第24項に規
定する介護保険施設

ス アからシまでに掲げるもののほか、社会福祉事業の用に
供する施設として知事が認めた施設

(３) 住宅地（都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条
第１項第１号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低
層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層
住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居
地域をいう。）から500メートル以上離れていること。

(４) 前号に規定する住宅地以外の場所に所在する居住者の
ある住宅から500メートル以上離れていること。ただし、当
該施設から500メートルの範囲内にある住宅ごとに、その住
宅に居住する代表者から当該特定施設の設置等に関する合意
が得られている場合は、この限りでない。

(５) 政令第７条第14号ロ及びハに掲げる施設にあっては、
その埋立面積をおおむね２万平方メートル以下又はおおむね
10年以内に埋立終了できる規模であること。

（周辺住民）

第13条 条例第36条の規則で定める範囲は、次の各号に掲げ
る施設の区分に応じ、当該各号に定める距離以内の区域とす
る。

(１) 政令第７条第14号に掲げる施設 当該施設の開口部の
端から500メートル

(２) 政令第７条第３号、第５号、第８号及び第９号から第
13号の２までに掲げる施設　当該施設から500メートル

（事業計画書の提出等）

第37条 知事は、特定施設設置等予定者に対し、特定施設の
設置等について、あらかじめ、特定施設の種類及び設置の場
所、特定施設において処理する廃棄物の種類、周辺地域にお
ける生活環境の保全に関する事項、立地上配慮する事項、周
辺住民の理解を得るために講ずる措置その他必要な事項を記
載した事業計画書の提出を求めるものとする。

２ 知事は、前項の事業計画書の提出を受けたときは、当該
事業計画書を提出した特定施設設置等予定者に対し、周辺地
域の生活環境の保全に関する事項、立地上配慮する事項及び
周辺住民の理解を得るために講ずる措置に関する事項につい
ての意見を書面により述べることができる。

３ 特定施設設置等予定者は、前項の規定により意見が述べ
られた場合は、当該意見を勘案して講じた措置について、書
面により知事に報告するものとする。
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（環境保全に関する協定の締結）

第38条 特定施設設置等予定者は、当該特定施設の設置等に
関し、周辺住民又は関係市町村長から、生活環境の保全のた
めに必要な事項を内容とする協定を締結することについて要
請があったときは、これに応ずるよう努めなければならな
い。

２ 知事は、周辺住民又は関係市町村長が前項の協定の締結
をしようとするときは、その内容について必要な助言を行う
ことができる。

第７章　雑則

（適用除外）

第39条 第31条、第34条及び第35条の規定は、札幌市、函館
市又は旭川市の区域（以下「適用除外区域」という。）にお
ける産業廃棄物の保管については、適用しない。

２ 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者について
は、適用しない。

(１) 第32条 適用除外区域において排出した産業廃棄物に
係る処分を委託した事業者

(２)　第33条　適用除外区域に所在する土地の土地所有者等

３ 前章の規定は、適用除外区域における特定施設の設置等
については、適用しない。

（規則への委任）

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。

第８章　罰則

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の
罰金に処する。

(１)　第24条第１項又は第25条第１項の規定に違反した者

(２) 書面に虚偽の記載をすることその他不正な手段により
第24条第１項又は第25条第１項の規定による協議をして、道
外産業廃棄物の搬入をした者

(３) 第29条又は第34条の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく資料の提出をしな
かった者

(４) 第30条第１項又は第35条第１項の規定による検査又は
収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

(５) 第31条第１項若しくは第２項の規定による届出をせ
ず、又は虚偽の届出をした者

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
に対して同条の刑を科する。

附　則 附　則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号
に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、
第７条並びに別記第６号様式及び別記第７号様式の規定は同
年６月１日から、第８条から第13条までの規定は同年７月１
日から施行する。

(１) 第４章及び第８章（第４章の規定に係る部分に限
る。）並びに次項の規定　平成21年４月１日

(２) 第５章、第６章、第39条及び第８章（第４章の規定に
係る部分を除く。）並びに附則第４項から第８項までの規定
平成21年７月１日

(３)　附則第３項の規定　平成21年６月１日

（経過措置）

２ 第24条の規定は、平成21年７月１日以後の道外産業廃棄
物の搬入について適用する。
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３ 平成21年７月１日以後に適用除外区域以外の区域におい
て産業廃棄物の保管を行おうとする事業者は、同年６月１日
以後、第31条第１項の規定の例により、産業廃棄物を保管す
る場所の届出を行うことができる。

４ 第５章の規定の施行の際現に適用除外区域以外の区域に
おいて、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を当該産業
廃棄物の生じた場所以外の場所において自ら保管している事
業者は、第31条第１項各号に掲げる場合を除き、保管の場所
ごとに、平成21年９月30日までに、規則で定めるところによ
り、知事に届け出なければならない。

２ 第７条第１項から第３項まで及び別記第６号様式の規定
は、条例附則第４項に規定する届出について準用する。

５ 前項の規定による届出をした者は、第31条第１項の規定
による届出をした者とみなす。

６ 附則第４項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を
した者は、30万円以下の罰金に処する。

７ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行
為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
して同項の刑を科する。

８ 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める行
為については、第37条の規定は、適用しない。

(１) 第６章の規定の施行の際現に廃棄物処理法第15条第１
項又は第15条の２の５第１項の許可を受けている者 当該許
可に係る特定施設の設置等

(２) 平成21年７月１日前に廃棄物処理法第15条第１項又は
第15条の２の５第１項の許可に係る申請をし、第６章の規定
の施行の際、許可又は不許可の処分を受けていない者 当該
申請に係る特定施設の設置等

(３) 第６章の規定の施行の際現に第37条第１項の事業計画
書と同等の内容の書類が提出されているものと知事が認めた
者　当該書類に係る特定施設の設置等

（検討）

９ 知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過す
るごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行
の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。

（北海道公害防止条例の一部改正）

10 北海道公害防止条例（昭和46年北海道条例第38号）の一
部を次のように改正する。

（次のよう略）

附　則（平成21年３月31日条例第15号抄） 附　則（平成21年10月１日規則第80号）

１　この条例は、公布の日から施行する。（後略） １　この規則は、平成21年10月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に交付されているこの規則による
改正前の北海道税条例施行規則、北海道循環型社会形成の推
進に関する条例施行規則又は母子及び寡婦福祉法施行細則の
規定に基づく証明書等は、それぞれこの規則による改正後の
北海道税条例施行規則、北海道循環型社会形成の推進に関す
る条例施行規則又は母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基
づく証明書等とみなす。

附　則（平成23年７月19日条例第35号） 附　則（平成23年８月５日規則第53号）

この条例は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第２号
シの改正規定は、平成24年４月１日から施行する。

附　則（平成25年３月29日規則第45号抄）

１　この規則は、平成25年４月１日から施行する。

附　則（平成26年９月30日規則第69号抄）

１　この規則は、平成26年10月１日から施行する。

附　則（平成28年３月22日規則第19号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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附　則（平成31年３月15日条例第14号） 附　則（平成31年２月26日規則第７号）

１　この条例は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第１号様
式（裏）末尾欄外備考６の事項、別記第２号様式末尾欄外備
考３の事項、別記第３号様式末尾欄外備考３の事項、別記第
４号様式末尾欄外備考４の事項、別記第６号様式末尾欄外備
考４の事項及び別記第７号様式末尾欄外備考４の事項の改正
規定は、平成31年７月１日から施行する。

２ この条例による改正後の北海道循環型社会形成の推進に
関する条例第24条第２項の規定は、平成31年６月30日以後に
北海道循環型社会形成の推進に関する条例第24条第１項に規
定する道外産業廃棄物（以下「道外産業廃棄物」という。）
を道内に搬入しようとする同項に規定する道外排出事業者等
（以下「道外排出事業者等」という。）について適用し、同
日前に道外産業廃棄物を道内に搬入しようとする道外排出事
業者等については、なお従前の例による。

附　則（令和３年３月31日規則第34号抄）

（施行期日）

１　この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞ
れの規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合に
おいては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に
かかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨
げない。
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